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セ
ク
ハ
ラ
等
で
処
分
を
受
け
た
外
務
省
職
員
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
三
〇
八
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
二
十
年
度
（
本
年
十
二
月
三
日
現
在
）
の
間
に
、
外
務
省
に
お
い
て
セ
ク
ハ

ラ
行
為
に
よ
り
処
分
を
受
け
た
者
の
人
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
零
、
三
、
零
名
で
あ
り
、
平
成
十
九
年
度
の
三
名
（
国
内
職
員
一

名
、
在
外
職
員
二
名
）
に
対
し
て
は
、
外
務
省
の
内
規
に
基
づ
く
処
分
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

が
、
処
分
が
下
さ
れ
た
当
時
の
右
三
名
の
官
職
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

一
の
三
名
に
対
し
て
下
さ
れ
た
外
務
省
内
規
に
基
づ
く
処
分
の
具
体
的
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
外
務
省
に
お
け
る
セ
ク
ハ
ラ
に
関
す
る
苦
情
相
談
を
受
け
る
体
制
は
、
十
分
に
機
能
し
、
外
務

省
に
お
け
る
セ
ク
ハ
ラ
被
害
の
防
止
に
役
立
っ
て
い
る
と
外
務
省
は
認
識
し
て
い
る
か
と
の
問
い
に
対
し
「
外
務
省
と
し
て

は
、
人
事
院
規
則
一
〇－

一
〇
（
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
）
に
基
づ
き
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
の
防
止
及
び
排
除
に
関
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
起
因
す
る
問
題

が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
必
要
な
措
置
を
迅
速
か
つ
適
切
に
講
じ
る
た
め
の
体
制
を
整
備
し
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て

い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
二
十
年
度
に
か
け
、
二

一



十
三
件
も
の
セ
ク
ハ
ラ
行
為
に
関
す
る
苦
情
の
申
し
立
て
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
右
の
件
数
は
、
前

の
三
年
度
に
お
け
る
四
十
件
（
平
成
十
五
年
度
十
件
、
十
六
年
度
十
七
件
、
十
七
年
度
十
三
件
）
と
比
較
す
る
と
半
分
近
く

に
減
少
し
て
い
る
が
、
右
は
外
務
省
に
お
け
る
セ
ク
ハ
ラ
被
害
防
止
の
た
め
の
体
制
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ

る
と
外
務
省
は
認
識
し
て
い
る
か
。

四

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
二
十
年
度
（
本
年
十
二
月
三
日
現
在
）
に
、
痴
漢
、
盗
撮
、
窃
盗
行
為
で

逮
捕
さ
れ
た
、
ま
た
は
処
分
を
受
け
た
外
務
省
職
員
（
国
内
職
員
・
在
外
職
員
ご
と
に
）
は
い
る
か
と
の
問
い
に
対
し
、
そ

れ
ぞ
れ
一
、
零
、
二
名
の
国
内
職
員
が
逮
捕
さ
れ
ま
た
は
処
分
を
受
け
、
こ
の
う
ち
二
名
は
現
在
も
在
職
中
で
あ
る
が
、
他

の
一
名
は
失
職
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
右
三
名
が
逮
捕
さ
れ
ま
た
は
処
分
を
受
け
た
当
時
の
官
職
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

痴
漢
、
盗
撮
、
窃
盗
行
為
の
う
ち
、
四
の
三
名
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
行
為
を
働
き
、
逮
捕
さ
れ
ま
た
は
処
分
を
受
け
た
の
か

説
明
さ
れ
た
い
。

六

四
の
三
名
に
対
す
る
処
分
内
容
を
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


